
　コロナに翻弄された令和２年度が終了し、新年度を迎えました。　前年度は活動の多くが、中止や規模縮小を
余儀なくされてまいりましたが、いまだ感染の終息が見通せず、新年度も大きく影響を受けそうです。
　予算、決算を報告し承認を得る理事会も、文書による決済をお願いし、総会は三役・監事等限定的な人数で
開催する予定でおります。理事会・総会等の開催が従来通りにはいかない中、組織運営のあり方も考えなけれ
ばなりません。　労働局、監督署、福島県基準協会、各地区の基準協会と情報交換し、会員事業場のみなさん
からもご意見をいただき、対応してまいります。　新年度もよろしくお願いいたします。
　　

　　令和３年度の 「事業計画・予算」 を審議する第３回
　理事会はコロナ感染防止の観点から審議事項を文書
　でお送りし、文書で承認をいただく形式とさせていただ
　きました。
　　全理事から承認の返事をいただき事業計画・予算は
　了承を得ました。事業計画はコロナ前の通常の年度を
　基本に公益事業Ⅰとして安全衛生大会や各種説明会
　を設定しており、公益事業Ⅱとして講習会事業も計画
　に入れておりますが、いずれも実施時期が近づいた時
　点で運営を判断しなければなりません。
　　予算総額は２千４百７０万円で、前年とほぼ同額を計
　上いたしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　４月の理事会・５月の総会についても前述の通り文書
　での承認、規模縮小で実施する予定です。 ＜理事会：全員マスクで防御して・・＞
　　詳細は会員事業場への送付資料及びホームページ
　でご確認くださるようお願いいたします。

＜玉掛技能講習＞　3月11日、12日、14日（木～日）
        玉掛技能講習は当協会のメインの技能講習で、年に
　　　４回実施しています。 外での実技講習があるので、冬
　　　の期間は実施を見送り、３月に令和２年度最後の講習
　　　を開催いたしました。
　　　　実技講習の前日まで、荒れた天候が続き、実技講習
　　　が実施できるかどうか心配しましたが、受講者のみなさ
　　　んの日頃の行いが良いため、無事講習を行うことができ
　　　ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜玉掛け技能講習（実技講習）＞

＜KYT４ラウンド講習＞　3月3日     　　　　 ＜リスクアセスメント基礎講習＞　3月４日

　　　　KYT（危険・予知・トレーニング）講習は職場の危険性を作業者自らが、事前に話し合い共有化し、自分
　　　たちができる「改善策」や「対策」を施すことで、安全な職場形成に役立てる活動を実践する教育です。
　　　　リスクアセスメント基礎講習は上記のKYTと同じく、事故が起こる前に、職場の「リスク」を重篤度・可能性
　　　の両面から分析し、改善措置をすることで、職場のリスクを軽減する活動を教育する講習です。
　　　　KYT、リスクアセスメントともに、事前に対策を講ずるという考え方は同じですが、KYTは職場の自主的な
　　　安全活動で、リスクアセスメントは全社的・組織的活動であることが大きな違いです。

【理事会で事業計画と予算承認】 

【３月の協会活動】 

【教育講習の実績】

協会の HP もご覧ください



スペースの関係で、大部分表題のみ紹介いたします。
詳しくは須賀川労働基準協会のHPをご覧ください。

　毎年３月下旬に、県内各地の労働基準協会の連絡会があり、各地区協会の課題や活動状況報告を行って
おります。同じ日の午後には「福島労働局」において県内の労働災害防止団体の連絡会が開催され、労働局
から労働行政運営方針が提示されました。　福島労働局からの行政の運営方針は各事業場の安全衛生活動
を考えるとき、基本的な指針になりますので、自社に関連ある個所を読んでご確認ください。

Ⅰ．労働行政を取り巻く情勢
　　　１．「雇用をめぐる動向」　有効求人倍率は１．２５倍と前年に比べ低下傾向で推移した。
　　　２．「労働条件をめぐる動向：相談事項等」　賃金不払いに関する事項70％、解雇に関する案件16％

　福島県の年平均労働時間 1,775H、有給取得49.1％
　労働災害の状況：令和２年は増加。（下記参照）

　　　３．「東日本大震災からの復興に向けた現状と課題」として、復興に向けた動きと課題。
①避難区域の状況　②県民の避難状況　③インフラ整備の現状　④原発廃炉への現状

Ⅱ．労働行政の最重点施策
　　　１．新型コロナウイルス感染症に係る対応

　（１）：特別相談窓口の運営
　（２）：雇用継続に向けた支援
　（３）：職場における感染症防止対策チェックリストの活用

　　　２．魅力ある職場づくりの推進
　（１）：働き方改革の推進（長時間労働の是正、雇用形態による格差是正）
　（２）：若者の就職・定着、支援（正社員転換）
　（３）：女性の活躍及び仕事と家庭の両立支援

　　　３．東日本大震災からの復興支援
　（１）：復旧復興に従事する労働者の労働条件確保安全健康対策
　（２）：帰還者・移住者の就労支援

Ⅲ．労働行政の重点施策
　　　労働基準担当部署の重点施策
　　　　（１）：労働条件の確保・改善対策

① 基本的労働条件の確立
② 未払い賃金等の問題解決（相談件数多い）

　　　　（２）：最低賃金制度の適切な運営
　　　　（３）：労働者の安全と健康確保対策の推進
　　　　　　　① 第１３次労働災害防止計画の推進
　　　　　　　　　ア．建設業　　⇒　　工事現場に対する監督指導で、墜落・転落防止措置の徹底。
　　　　　　　　　イ．製造業　　⇒　　リスクアセスメントの実施。はさまれ、巻き込まれ　対策の指導。
　　　　　　　　　ウ．陸上貨物運送業　⇒　荷役作業中の労働災害防止。荷役作業ガイドラインに基づく指導。
　　　　　　　　　エ．林業　　　　　 　　 ⇒　関係団体と連携し、ガイドラインに基づく指導。
　　　　　　　　　オ．第三次産業　　 　⇒　事故件数大幅に増加している。リスクアセスメント推進。表彰制度活用
　　　　　　　② 転倒防止と交通労働災害防止の取り組み
　　　　　　　③ 高齢者の労働災害防止の取組
　　　　　　　④ メンタルヘルス対策と健康管理対策の推進　　　
　　　　　　　⑤ 治療と仕事の両立
　　　　　　　⑥ 化学物質対策、石綿健康障害予防対策
　　　　（４）：労災補償対策の推進
　　　　　　　　　迅速・公正な処理　懇切・丁寧な対応　廃炉作業者・除染作業者へ労災制度の周知

Ⅳ．令和２年の福島県内の労働災害発生状況
　　　　　　　①　死傷災害　　１，９８４人　　　前年比　+８３人
　　　　　　　②　死亡災害　　　　　２９人　　　前年比　+ ９人
　　　　　　　　　（製造業２名、鉱業0名、建設業１４名、運輸交通業４名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨物取扱0名、農林業４名、商業２名、他３名）

【福島労働局からの情報】　　　　　　　　


